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漂流物評価フローの案について 
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基準津波の流向・流速の確認 

漂流物調査範囲の設定 

 

 

発電所敷地内・外 発電所敷地内 発電所敷地外 

海域・陸域 海域 陸域 海域 陸域 

調査対象分類 船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

機器 

資機材等 

車両 

その他物品等 

船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

車両 

その他物品等 

 

漂流物となる可能性のある施設・設備の評価 

スタート 

漂流物化の評価 

漂流物となるか。 

取水機能を有する 

安全設備等＊1への 

到達可能性評価 

漂流物とはならない。 

（分類：A） 

取水機能を有する安

全設備等に対する漂

流物とはならない。 

（分類：B1） 

【判断基準】 

・撤去するため漂流物とはならない。 

・重量物であり，気密性がなく沈降するため漂流物とはならない。 

・地震・津波による過去の事例から考慮し，本来の形状を維持したまま

漂流物とはならない。 

・緊急退避行動の実効性が確認されている，又はあらかじめ緊急退避行

動の実効性について確認した後に入港する運用を定めることにより漂

流物とはならない。 

・固縛等の運用対策により漂流物とはならない。 

・地盤改良等の設備対策により漂流物とはならない。 

図 4.2-1 漂流物評価フロー 

取水機能を有する 

安全設備等に到達する 

漂流物となるか。 

＊1：海水取水機能を有する非常用海水ポンプ，非常用海水配管等を示す。 

＊2：津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を示す。 

 

No 

Yes

Yes

No 

【判断基準】 

・設置位置及び津波の流況から到達しない。 

・津波の流況を考慮の上到達しないと考えられるエリアへ移設するため

到達しない。 

・漂流過程で沈降するため到達しない。 

取水機能を有する 

安全設備等の取水性に

対する影響評価 
取水機能を有する安

全設備等の取水性へ

の影響なし。 

（分類：C1） 

取水機能を有する 

安全設備等の取水性への 

影響があるか。 

【判断基準】 

・漂流物が到達した場合でも非常用海水ポンプの取水が可能である。 

 

津波防護施設等に 

到達する漂流物となるか。 

津波防護施設等＊2への 

到達可能性評価 

Yes

No 

【判断基準】 

・設置位置及び津波の流況から到達しない。 

・津波の流況を考慮の上到達しないと考えられるエリアへ移設するため

到達しない。 

・漂流過程で沈降するため到達しない。 

津波防護施設等に対

する漂流物とはなら

ない。 

（分類：B2） 

Yes

No 

取水機能を有する安全設備等の取水

性を確保するための対策を実施す

る。（分類：D1） 

津波防護施設等の機能に対する影響

評価の対象である施設・設備 

（分類：E） 

津波防護施設等の機能に対する影響

評価については，「4.3 漂流物衝突

力について」にて別途実施 

漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出 

（漂流物調査により抽出する施設・設備） 

本日ご説明案 

発電所敷地内・外 発電所敷地内 

海域・陸域 陸域（港湾施設） 

調査対象分類 防波堤（傾斜堤，ケーソン

堤及び物揚岸壁） 

 

 

 

 

 

地震・津波による過去の被災事例等をもとに津

波防護施設等の機能に対する影響評価において

考慮する施設・設備（流木等） 

 

 

 

漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出 

（波及的影響を評価するために抽出する施設・設備） 
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前回ヒアリング時（2018 年 4月 3 日）ご説明 

 

 

 

 

 

基準津波の流向・流速の確認 

漂流物調査範囲の設定 

 

 

 

発電所敷地内・外 発電所敷地内 発電所敷地外 

海域・陸域 海域 陸域 海域 陸域 

調査対象分類 船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

機器 

資機材等 

車両 

その他物品等 

船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

車両 

その他物品等 

漂流物となる可能性のある施設・設備の評価 

スタート 

漂流物化の評価 

漂流物となるか。 

取水機能を有する 

安全設備等＊1への 

到達可能性評価 

漂流物とはならない。 

（分類：A） 

取水機能を有する安

全設備等に対する漂

流物とはならない。 

（分類：B1） 

【判断基準】 

・撤去するため漂流物とはならない。 

・重量物であり，気密性がなく沈降するため漂流物とはならない。 

・地震・津波による過去の事例から考慮し，本来の形状を維持したまま

漂流物とはならない。 

・緊急退避行動の実効性が確認されている，又はあらかじめ緊急退避行

動の実効性について確認した後に入港する運用を定めることにより漂

流物とはならない。 

・固縛等の運用対策により漂流物とはならない。 

・地盤改良等の設備対策により漂流物とはならない。 

図 4.2-1 漂流物評価フロー 

取水機能を有する 

安全設備等に到達する 

漂流物となるか。 

＊1：海水取水機能を有する非常用海水ポンプ，非常用海水配管等を示す。 

＊2：津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備を示す。 

＊3：津波防護機能，浸水防止機能，津波監視機能を示す。 

No 

Yes

Yes

No 

【判断基準】 

・設置位置及び津波の流況から到達しない。 

・津波の流況を考慮の上到達しないと考えられるエリアへ移設するため

到達しない。 

・地震・津波による過去の事例から考慮し，本来の形状を維持したまま

漂流物とはならない。 

・漂流過程で沈降するため到達しない。 

取水機能を有する 

安全設備等の 

取水性に対する影響評価 

取水機能を有する安

全設備等の取水性へ

の影響なし。 

（分類：C1） 

取水機能を有する 

安全設備等の取水性への 

影響があるか。 

【判断基準】 

・漂流物が到達した場合でも非常用海水ポンプの取水が可能である。 

 

津波防護施設等に 

到達する漂流物となるか。 

津波防護施設等＊2への

到達可能性評価 

Yes

No 

【判断基準】 

・設置位置及び津波の流況から到達しない。 

・津波の流況を考慮の上到達しないと考えられるエリアへ移設するため

到達しない。 

・地震・津波による過去の事例から考慮し，本来の形状を維持したまま

漂流物とはならない。 

・漂流過程で沈降するため到達しない。 
津波防護施設等に対

する漂流物とはなら

ない。 

（分類：B2） 

Yes

No 

取水機能を有する安全設備等の取水

性を確保するための対策を実施す

る。（分類：D1） 

津波防護施設等の機能＊3に対する影

響評価の対象である施設・設備 

（分類：E） 

津波防護施設等の機能＊3に対する影

響評価については，「4.3 漂流物衝

突力について」にて別途実施 

漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出 

漂流物調査により抽出する施設・設備 波及的影響を評価するために抽出する施設・設備 
 

発電所敷地内・外 発電所敷地内 

海域・陸域 陸域（港湾施設） 

調査対象分類 防波堤（傾斜堤，ケーソン堤及び物揚岸壁） 
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基準津波の流向・流速の確認 

漂流物調査範囲の設定 

漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出 

 

発電所敷地内・外 発電所敷地内 発電所敷地外 

海域・陸域 海域 陸域 海域 陸域 

調査対象分類 船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

機器 

資機材等 

車両 

その他物品等 

船舶 

海上設置物 

建物・構築物 

その他建物等 

車両 

その他物品等 

 

漂流物となる可能性のある施設・設備の評価 

スタート 

漂流物化の評価 

漂流物となるか。 

取水機能を有する安全設備等への 

到達可能性評価 

漂流物とはならない。 

（分類：A） 

取水機能を有する安

全設備等に対する漂

流物とはならない。 

（分類：B1） 

【判断基準】 

・撤去するため漂流物とはならない。 

・重量物であり，気密性がなく沈降するため漂流物とはならない。 

・地震・津波による過去の事例から考慮し，本来の形状を維持したまま

漂流物とはならない。 

・緊急退避行動の実効性が確認されている，又はあらかじめ緊急退避行

動の実効性について確認した後に入港する運用を定めることにより漂

流物とはならない。 

・固縛等の運用対策により漂流物とはならない。 

図 4.2-1 漂流物評価フロー 

取水機能を有する 

安全設備等に到達する 

漂流物となるか。 

津波防護施設等：津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備を示す。 

取水機能を有する安全設備等：海水取水機能を有する非常用海水ポンプ，非常用海水配管等を示す。 

No 

Yes

Yes

No 

【判断基準】 

・設置位置及び津波の流況から到達しない。 

・津波の流況を考慮の上到達しないと考えられるエリアへ移設するため

到達しない。 

・地震・津波による過去の事例から考慮し，本来の形状を維持したまま

漂流物とはならない。 

・漂流過程で沈降するため到達しない。 

取水機能を有する安全設備等の 

取水性に対する影響評価 

取水機能を有する安

全設備等の取水性へ

の影響なし。 

（分類：C1） 

取水機能を有する 

安全設備等の取水性への 

影響があるか。 

【判断基準】 

・漂流物が到達した場合でも非常用海水ポンプの取水が可能である。 

 

 

津波防護施設等に 

到達する漂流物となるか。 

津波防護施設等への 

到達可能性評価 

Yes

No 

【判断基準】 

・設置位置及び津波の流況から到達しない。 

・津波の流況を考慮の上到達しないと考えられるエリアへ移設するため

到達しない。 

・地震・津波による過去の事例から考慮し，本来の形状を維持したまま

漂流物とはならない。 

・漂流過程で沈降するため到達しない。 
津波防護施設等に対

する漂流物とはなら

ない。 

（分類：B2） 

Yes

No 

取水機能を有する安全設備等の取水

性を確保するための対策を実施す

る。（分類：D1） 

津波防護施設等の止水性に対する影

響評価の対象である施設・設備 

（分類：E） 

発電所敷地内における港湾施設 

波及的影響＊があるか。

発電所敷地内における港湾施設による

波及的影響評価については「（参考

5）地震による防波堤への影響評価に

ついて」にて別途実施 

発電所敷地内における港湾施設の

漂流物化による波及的影響評価 

No 
波及的影響なし。

Yes 

＊：取水機能を有する安全設備等の取水性

に対する影響及び津波防護施設等に到

達する可能性 

津波防護施設等の止水性に対する影

響評価については，「4.3 漂流物衝

突力について」にて別途実施 

前回ヒアリング時（2018 年 3月 27 日）ご説明 



 

図－2 漂流物に係る全体的な検討フロー  

＜サイト条件の設定＞

防潮堤周辺500m程度で

漂流物となる可能性がある

施設・設備の抽出及び配置の確認

敷地，敷地周辺の地形

及び標高の確認

3.11の被災事例調査（文献等）

・3.11での漂流物および漂流距離の整理

・漂流物による被災事例の整理

・断面2次元又は平面2次元軌跡解析

ＳＴＡＲＴ

防潮堤への衝突を仮定する

検討対象漂流物の設定

津波の流向及び流速の確認

各算定式による検討対象漂流物の

漂流物荷重の試算

・漂流物の種類，防潮堤からの距離及び流速等の観点に基づく算定式の整理

・既往文献の調査（漂流物荷重に対する構造物の設計事例等）

・有識者へのヒアリング等

漂流物荷重算定式の整理

漂流物荷重に対して

防潮堤が所要の安全率

を確保しているか

ＥＮＤ

Yes

No

軌跡解析による防潮堤と

漂流物の最短距離の評価

数値実験シミュレーション
設備対策による

対応

運用対策による

対応が可能か

・運用対策：仮置き禁止区域の設定，

対象物の退避措置，移設及び撤去措置，

対象物の固縛対策等の漂流物化させないための措置

・設備対策：防潮堤本体部材の補強又は緩衝部材の設置等

防潮堤の直近に

配置されているか

表面流速（津波流速）

による評価
漂流流速

による評価

Yes

No

漂流物荷重の設定運用対策の実施

Yes

No

漂流物の衝突標高の評価
ＥＮＤ
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平成30年4月6日ご説明資料
「TK-1-060　改6
漂流物に係る検討について」抜粋

：地震・津波による過去の被災事例等をもとに
  津波防護施設等の機能に対する影響評価にお
  いて考慮する施設・設備の設定の考え方

別紙


